
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
印
刷
誤
り
）終り

か
ら

九
上

五「（
消
費
生
活
協
同
組
合
法
及
び
中
小

企
業
等
協
同
組
合
法
の
一
部
改
正
）」

は
改
行
し
、
行
頭
を
一
字
下
げ
る
。

令和年月日 水曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
六
月
十
一
日

埼
玉
県
久
喜
市
本
町
八
丁
目
三
番
二
三
号

合
同
会
社
オ
ス
カ

代
表
社
員

飯
塚
あ
ゆ
み

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
ま
る
か
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
六
月
十
一
日

千
葉
県
野
田
市
み
ず
き
四

一
二

六

合
同
会
社
Ｌ
Ｙ
Ｎ
Ｘ

代
表
社
員

上
竹

寛
精

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
エ
フ
セ
ッ
ト
・
ジ
ャ

パ
ン
と
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
七
月
十
二
日
で
あ
り
、
当
社

の
総
社
員
の
同
意
の
取
得
は
令
和
七
年
六
月
二
日
に
終
了

し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
六
月
十
一
日

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
立
野
五
七
番
地
二
三

合
同
会
社
エ
フ
セ
ッ
ト
・
ジ
ャ
パ
ン

代
表
社
員

河
﨑

貴
夫

組
織
変
更
公
告

当
組
合
は
、
令
和
七
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
総
会
の

決
議
に
よ
り
、
認
可
地
縁
団
体
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
は
主
た
る

事
務
所
に
備
え
置
い
て
お
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
一
日

新
潟
県
佐
渡
市
羽
茂
大
崎
一
五
七
五
番
地
三

大
崎
生
産
森
林
組
合

組
合
長
理
事

川
上

敏
広

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
新
隆
と
し
ま
す
。
こ

の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の

翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
六
月
十
一
日

沖
縄
県
宮
古
島
市
平
良
字
下
里
一
〇
二
二
番
地
一
九

合
同
会
社
新
隆

代
表
社
員

新
里

隆
司

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
三
千
万
円
減
少
し
、
減

少
額
全
額
を
資
本
準
備
金
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。
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令
和
七
年
六
月
十
一
日

東
京
都
台
東
区
台
東
四
丁
目
八
番
七
号

株
式
会
社
フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

代
表
取
締
役

岡

寛

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
千
二
百
万
円
減
少
し
、
一

千
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
六
月
十
一
日

香
川
県
高
松
市
檀
紙
町
九
三
九

六

久
保
木
工
有
限
会
社

代
表
取
締
役

前
田

英
之

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、令
和
七
年
六
月
二
十
六
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
午
前
十
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、

剰
余
金
の
配
当
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告

し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
一
日

愛
知
県
名
古
屋
市
守
山
区
花
咲
台
二
丁
目
四
〇
一

番
地

Ｎ
Ｓ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

林

伸
一

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
六
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
一
日

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
新
港
三
〇
番
地
六

ニ
ッ
テ
ン
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

林

政
宏

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
一
日

愛
媛
県
四
国
中
央
市
川
之
江
町
七
四
九
ー
二

川
之
江
工
業
水
利
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

三
木

雅
人

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
一
日

愛
媛
県
西
予
市
城
川
町
下
相
五
六
六
番
地
一

株
式
会
社
エ
フ
シ
ー

代
表
取
締
役

田
中

二
朗

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
会
社
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
六
日
付
で
株
券
を
発

行
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
一
日

北
九
州
市
小
倉
南
区
大
字
市
丸
一
〇
五
〇
番
地

小
倉
鉱
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

國
江

信
司

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
付
け
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
十
一
日

沖
縄
県
那
覇
市
西
二
丁
目
一
番
一
号

沖
縄
港
運
株
式
会
社

代
表
取
締
役

吉
田

和
彦

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
優
先
資
本
金
の
額
を
金
百
億
一
千
六
百
八
十
万
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
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令
和
七
年
六
月
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

G
C
co
re
p
lu
s1 特
定
目
的
会
社

取
締
役

関
口

陽
平

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
百
億
一
千
六
百
八
十
万
口

を
消
却
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
当
該

優
先
出
資
証
券
を
所
有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ
る

令
和
七
年
七
月
十
四
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
六
月
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

G
C
co
re
p
lu
s1 特
定
目
的
会
社

取
締
役

関
口

陽
平

令
和
七
年
六
月
六
日
（
号
外
第
百
二
十
五
号
）
公
布
法

律
第
五
十
四
号
（
保
険
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
）
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